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 本判決の概要 

 名称を「椅子式マッサージ機」とする発明に係る

特許第 3597014号についての特許無効審判の請求を

成り立たないとした審決を，  

 容易推考性の判断の誤りを理由に取り消した判決。  
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本件発明１は，  

どのような課題を解決するための，  

どのようなものであったか  

本件発明１ 
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本件発明１の課題    
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「 【 ０ ０ ０ ２ 】  

 【 従 来 の 技 術 】  

 ・ ・ ・ 椅 子 式 マ ッ サ ー ジ 機 の 中 に は 、 椅 子 本 体 に

設 け た 座 部 の 前 部 に 位 置 し て 脚 載 置 台 を 設 け 、 こ の

脚 載 置 台 に 施 療 子 を 設 け 、 こ の 施 療 子 に よ り 足 首 部

あ る い は ふ く ら は ぎ 部 （  以 下 単 に 脚 部 と い う ） を

マ ッ サ ー ジ す る 形 式 の も の が あ る 。 そ し て 、 ・ ・ ・ 、

脚 載 置 台 を 固 定 台 と 施 療 子 が 設 け ら れ た 可 動 台 と で

構 成 し 、 こ の 可 動 台 を 前 後 方 向 に 移 動 さ せ る よ う に

し た も の が あ る 。 」  

 



本件発明１の課題 
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 １    椅子式マッサージ機  

 ２    椅子本体  

 ２０   座部  

 ３０    背もたれ部  

 ４６    袋体 (施療子 )  

 ５０    脚載置台   

 



本件発明１の課題 
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 ２０  座部  

 ４６  施療子  

 ５０  脚載置台  

（６０  固定台）  

（７０  可動台）  



本件発明１の課題    
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「 【 ０ ０ ０ ５ 】  

 【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】  

 ・ ・ ・ 従 来 の 椅 子 本 体 に 設 け た 脚 載 置 台 に お い て は 、

脚 部 の ・ ・ ・ マ ッ サ ー ジ 中 に お い て 、 脚 部 の 所 望 の 被 施

療 部 位 に 施 療 子 を 対 応 さ せ る よ う に 可 動 台 を 移 動 さ せ る

際 に 、 施 療 子 が 脚 部 を 押 圧 す る よ う に 突 出 し て い る と 可

動 台 の 移 動 が 阻 害 さ れ 、 ・ ・ ・ 、 移 動 手 段 の 負 荷 が 過 負

荷 と な り 場 合 に よ っ て は 移 動 手 段 に 故 障 が 生 じ る と い う

問 題 が あ り 、  ま た 、 施 療 子 に 押 圧 さ れ て 挟 持 さ れ て い

る 部 位 は 移 動 す る 施 療 子 に よ っ て 移 動 方 向 に 引 っ 張 ら れ 、

場 合 に よ っ て は 被 施 療 部 位 に 痛 み を 覚 え る 等 の 問 題 が 生

じ る 虞 が あ る 。 」  



本件発明１     

8 

「座部および背もたれ部を有する椅子本体と，  

 施療子が設けられ前記椅子本体に移動可能に設けた脚載置台と，  

 この脚載置台を椅子本体に対して移動させる移動手段と，  

 前記施療子を突出動作させる駆動手段と，  

 入力手段と，  

 この入力手段からの信号の入力によって前記駆動手段と前記移動

手段を制御する制御手段とを備え，  

 マッサージ中において前記施療子を前記脚載置部に載置された被

施療部に位置決めするための位置決め信号が前記入力手段から前記

制御手段に入力された際に，前記制御手段によって，前記施療子を

非突出状態として前記脚載置台を移動させる制御をする  

 ことを特徴とする椅子式マッサージ機。」 



本件発明１の効果 
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「【００７１】・・・、脚部のマッサージ中において、

脚部の所望の被施療部位に施療子を対応させるように脚

載置台を移動させる場合、脚載置台をスムーズに移動さ

せることができるとともに、・・・移動手段の負荷が過

負荷となることを防止できるという効果を有するもので

ある。また、施療子が押圧したまま移動することを防止

できることから、施療子の移動方向に引っ張られ脚部に

痛みを覚える等の問題を排除できるという効果を有する

ものである。」  



 

審決は，  

どのような理由により，  

請求を不成立としたのか  

審決 
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検討対象の整理 

•  審決は，原告の主張した無効理由１～４について審理し，

いずれも理由がないと判断して請求を不成立とした。  
 

•  判決は，無効理由１～４のうち無効理由１及び２について

審理し，いずれも理由があると判断し，無効理由３及び４に

ついて判断することなく，審決を取り消した。    
 

•  判決は，無効理由２についての判断として，無効理由１に

ついての判断を概ね援用している。  

 

 したがって，無効理由１のみを検討の対象とする。  
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無効理由１ 

• 無効理由１（特許法２９条２項）  
 

 「  本件発明１は，  

    特開平8 - 322895号公報（甲１），   

    特開平1 - 236052号公報（甲２），  

    特開平5 - 253265号公報（甲３）  

   に記載された発明に基づいて，  

  当業者が容易に発明をすることができたものである。」  
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無効理由１ 

 また，審決は，以下の証拠についても審理判断した。  

 

  ・特開昭58 - 32769号公報  （甲４）  

  ・特開昭62 - 275462号公報（甲５）  

  ・特開平7 - 148221号公報   (甲６ )  

 

 ただし，判決は，これらのうち甲５及び甲６を検討する

ことなく，審決を取り消している。  

 したがって，甲５及び甲６を検討対象としない。  
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検討対象まとめ 

 本件発明１を，  

  特許出願前に  

  その発明の属する技術の分野における

通常の知識を有する者が  

  甲１公報～甲４公報に基づいて  

  容易に発明をすることができたか否か。   

 

 

 

 
 

14 



甲１公報の記載    
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「【０００６】  

【発明が解決しようとする課題】・・・従来の椅子式エアー

マッサージ機に設けた脚載置台は、・・・、前記脚載置台に配

設した脚用袋体は一定位置に位置決めされていることから、

座ったままで被施療部の位置を変えたい場合は足を折り曲げた

り、あるいは体の位置をずらすなどする必要が・・・あっ

た。」  

「【０００８】  

【作用】上記のように構成した・・・発明は、脚支持台を前後

方向に移動させることにより使用者の所望の被施療部位置に脚

用袋体を位置させることができ・・・る。」  



甲１公報の記載    
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「【００３９】まず、使用者は使用に当たって、・・・、

脚載置台５の脚支持台５０・・・に足を載せた後前記リ

モートコントロール装置３６を操作して、脚載置台５

の・・・脚用袋体６０ないし６３の位置を所望の位置に

調節する。ついで、リモートコントロール装置３６を操

作して所望のマッサージモードを選択して、マッサージ

開始操作をすると選択したマッサージモードが実行され

る。そして、前記ストレッチモードが選択された場合

は、・・・ストレッチモードが実行される。」  



甲１公報の記載    
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「【００３４】・・・このストレッチ

モードとは、脚用袋体６０ないし６３を

膨脹させて脚の被施療部を押圧し、この

押圧状態で前記脚支持台５０を前方に移

動させて脚全体あるいは脚の被施療部を

伸長つまりストレッチしてマッサージ効

果を向上させるモードをいうものであ

る。・・・。」   



甲１公報の記載（注釈） 

・甲１公報には，  

 使用に当たって，すなわち、施療子が非突出状態にある場合

において位置決め信号が入力された際に，施療子を非突出状態

のまま移動させる制御をすることの記載があるが，  

 マッサージ中に，すなわち，施療子が突出状態にある場合に

おいて位置決め信号が入力された際に，どのような制御をする

かの記載がなかった。  
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甲１発明     
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「座部２及び背もたれ部３を有する椅子本体１と，  

 脚用袋体６０～６３が設けられ前記椅子本体１に前後方向に

移動可能に設けた脚支持台５０と，  

 この脚支持台５０を椅子本体１に対して前後方向に移動させ

る移動手段と，  

 前記脚用袋体６０～６３を膨張させるエアーコンプレッサー

３０と，  

 リモートコントロール装置３６と，  

 このリモートコントロール装置３６からの信号の入力によっ

て前記エアーコンプレッサー３０と前記移動手段を制御する制

御手段３５とを備える  

 椅子式エアーマッサージ機。」  



甲１発明 
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１          椅子本体  

２      座部  

３      背もたれ部  

５０     脚支持台  

６０～６３  脚用袋体  

 



一致点 

「座部及び背もたれ部を有する椅子本体と，  

 施療子が設けられ前記椅子本体に移動可能に設けた脚載置台

と，  

 この脚載置台を椅子本体に対して移動させる移動手段と，  

 前記施療子を突出動作させる駆動手段と，  

 入力手段と，  

 この入力手段からの信号の入力によって前記駆動手段と前記

移動手段を制御する制御手段と  

 を備える椅子式マッサージ機。」  
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相違点 

「本件発明１は，  

 マッサージ中において施療子を脚載置部に載置された

被施療部に位置決めするための位置決め信号が入力手段

から制御手段に入力された際に，前記制御手段によって，

前記施療子を非突出状態として前記脚載置台を移動させ

る制御をするのに対し，  

 甲１発明は上記構成を有していない点。」  
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甲２公報～甲４公報（注釈） 

・甲２公報～甲４公報には，少なくとも以下の記載がある。  
 

 座部及び背もたれ部を有する椅子本体と，  

 前記背もたれ部に設けられた施療子と，  

 前記施療子を突出動作させる駆動手段と，  

 前記施療子を上下動作させる移動手段と，  

 入力装置と，  

 この入力装置からの信号の入力によって前記駆動手段と

前記移動手段を制御する制御手段とを備える  

 椅子式マッサージ機。  
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甲２公報の記載 
「 こ の 肩 位 置 合 わ せ の 動 作 は 、 自 動 施 療 モ ー ド に 設 定 さ れ た

時 点 と 、 自 動 施 療 モ ー ド に あ り 肩 位 置 合 わ せ の ス イ ッ チ S W

１ ５ が 操 作 さ れ た 時 点 で な さ れ る 。 」  

「 こ の ス イ ッ チ S W １ ５ に 応 じ た 上 下 位 置 ま で 施 療 子 5 を 移

動 さ せ る に あ た っ て は 、 ま ず 施 療 子 ５ の 突 出 量 を 最 小 Ｚ １ と

し 、 こ の 後 、 ス イ ッ チ S W １ ５ に 応 じ た 上 下 位 置 Ｙ ５ ～ Ｙ １

１ ま で 上 下 移 動 さ せ 、 ・ ・ ・ 」  

「 上 下 移 動 に あ た り 、 い っ た ん 突 出 量 を 最 小 Z １ と す る の

は 、 ・ ・ ・ 、 突 出 量 が 最 大 Ｚ ４ の ま ま で 上 下 移 動 ・ ・ ・ が な

さ れ る と 、 そ の 移 動 経 路 中 に 使 用 者 が 非 常 な 傷 み を 感 じ る 部

位 が 存 在 す る お そ れ を 有 す る と と も に 、 圧 迫 し す ぎ て 危 険 で

あ る お そ れ を 有 し て い る か ら で あ る 。 」 ( 2 1 ～ 2 2 頁 )  
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甲２公報の記載（注釈） 

・甲２公報には，  

 位置決め信号が入力された際に，前記施療子を非突出状態として

移動させる制御をすることの記載があり，   

 ここでいう「位置決め信号が入力された際」として，「自動施療

モードにあり肩位置合わせのスイッチ SW１５が操作された時点」

との記載があるところ，  

 当該記載が「マッサージ中において」を意味するのか否かついて，

一義的に明らかといえない記載ぶりであった。  
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甲３公報の記載 
「 【 ０ ０ ０ ４ 】 ・ ・ ・ 、 施 療 子 が 人 体 に 接 触 し て い る

と き に 、 施 療 子 の ・ ・ ・ 、 前 後 方 向 お よ び 上 下 方 向 の

調 節 が 行 な わ れ る こ と も あ る 。 こ の よ う な 場 合 に は 、

調 節 用 の 駆 動 源 に 大 き な 負 荷 が か か る た め 、 耐 久 性 が

低 下 す る ・ ・ ・ 。 」  

「 【 ０ ０ ０ ７ 】 【 作 用 】 こ の 発 明 の 構 成 に よ れ ば 、 施

療 子 が 本 体 内 に 位 置 す る と き 、 す な わ ち 施 療 子 が 人 体

に 接 触 し て い な い と き だ け 、 ・ ・ ・ 、 施 療 子 の 前 後 方

向 お よ び 上 下 方 向 を 調 整 で き る よ う に し た の で 、 そ れ

ら の 調 節 用 の 駆 動 源 に 大 き な 負 荷 が か か ら ず 、 耐 久 性

が 向 上 す る 。 ・ ・ ・ 。 」  
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甲３公報の記載 

「 【 ０ ０ １ ７ 】 ま た 、 操 作 入 力 回 路 ２ １ よ り 施 療 子 ７ ａ ，

７ ｂ の 人 体 に 対 す る 後 方 向 へ の 移 動 指 令 が 制 御 回 路 ２ ０

に 入 力 さ れ る と 、 制 御 回 路 ２ ０ は 回 転 角 度 検 出 器 ２ ２ に

よ っ て 検 出 さ れ る 揉 み 用 軸 ２ ｂ の 回 転 角 度 が 人 体 に 接 触

す る こ と の な い 回 転 角 度 の 範 囲 に あ る か ど う か を 判 断 し 、

そ の 範 囲 内 に あ る と き の み 、 ・ ・ ・ ( 略 ） ・ ・ ・ 、 施 療

子 ７ ａ ， ７ ｂ は 人 体 の 後 方 向 へ 移 動 す る 。 」  
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甲３公報の記載（注釈） 

・甲３公報には，  

 マッサージ中において位置決め信号が入力された際に，前記

施療子が非突出状態にあるときに限り，当該施療子を移動させ

る制御をすることの記載があるが，  

 マッサージ中において位置決め信号が入力された際に，前記

施療子が現に突出状態にあるときに，どのような制御をするか

の記載がなく，  

 「前記施療子を（積極的に）非突出状態として」移動させる

制御をすることの記載がなかった。  
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甲４公報の記載 

「 も み 輪 （ ４ ） の 突 出 量 を 小 さ く し た 状 顧 で 下 動 さ せ る

の で あ る 。 こ れ は そ れ ま で 肩 や 首 で も み 運 動 を 行 な っ て

い た も み 輸 （ ４ ） を 下 動 に 移 す 場 合 、 ス イ ッ チ S W ５ に よ

る 下 動 で あ れ ば ス イ ッ チ S W ５ か ら 手 を 離 せ ば そ の 時 点 で

下 動 が 停 止 す る も の の 、 ス イ ッ チ S W ３ ３ や ス イ ッ チ S W

３ ４ よ る 指 定 位 置 ま で の 移 動 期 間 中 に つ い て は 、 そ の 下

動 は 使 用 者 の 意 志 に よ る も の で は な く 、 ま た 後 述 す る よ

う に ス イ ッ チ S W ４ ～ S W ７ の 投 入 で 下 動 が 停 止 す る も の

の 、 も し も み 輸 （ ４ ） の 突 出 量 が 大 き い 状 態 の ま ま 、 両

ス イ ッ チ S W ３ ３ ～ S W ３ ４ の 投 入 に 伴 な う 下 動 が な さ れ

た 場 合 、 も み 輸 （ ４ ） が 肩 な ど を 上 方 か ら 強 く 圧 迫 す る

お そ れ が あ る 。 そ の 危 険 を 排 除 す る た め に 、 ま ず 突 出 量

を 小 さ く し た 後 に 下 動 さ せ る の で あ る 。 」 （ ９ 頁 ）  
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甲４公報の記載（注釈） 

・甲４公報には，  

 マッサージ中において位置決め信号が入力された際に，施療子

を非突出状態として移動させる制御をすることの記載があるが，  

 ここでいう「位置決め信号」は，前記施療子を「背もたれ部に

載置された被施療部のうち，背肩部や首部に代えて，背面部に」

位置決めするためのものであり，  

 前記施療子を「前記脚載置部に載置された被施療部に」位置決

めするためのものでなかった。  
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相違点の判断 

 審決は，以下の理由により，無効理由１がないと判断した。  

 

1 . 「（甲２公報～甲６公報にも，）相違点Ａに係る本件発明

１の構成が開示されていない。」  

 

2 . 「甲１発明に甲２公報～甲６公報に記載された技術事項を

適用する動機付けがあるとはいえない。」  
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構成の非開示 

相違点Ａに係る本件発明１の構成中，  

 

• 甲２公報には，「マッサージ中において」に，  
 

• 甲３公報には，「前記施療子を非突出状態として」に，      
 

• 甲４公報には，「移動手段」に，  

 

それぞれ対応する構成が開示されていない。  
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動機付けの不存在 

「甲１公報には，  

 マッサージ中において移動手段が制御される場合として，

脚の被施療部のストレッチマッサージを行う場合のみが開

示されており，  

 マッサージ中において脚載置部に載置された被施療部に

対する施療子の位置を変えることについては記載も示唆も

ない。」  
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原告主張の取消事由１ 

 この審決について，原告（審判請求人）は，  

 審決には無効理由１（相違点A）に関する判断の誤りがある

ことを理由として（取消事由１），取消しの訴えを提起した。  
 

 さらに，この取消事由１は，  

 ・「甲２公報～甲４公報に係る判断の誤り」と，  

 ・「動機付けに関する判断の誤り」と，からなる。   
 

 なお，原告は，本件発明１の認定，甲１発明の認定並びに

一致点及び相違点の認定については争っていない。  
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判決は，  

どのような理由により，  

審決を取り消したのか  

判決 

35 



判決理由の概要 

 判決は，取消事由１について審理し，  

 本件発明１，甲１発明並びに一致点及び相違点について，

審決と同様に認定した上で，  

 審決には容易推考性の判断の誤りがあるとして，  

 これを取り消した。  
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判決理由の概要 

 判決は，審決には容易推考性の判断の誤りがあるという

に当たり，  

 審決が認定した甲２公報～甲４公報に記載の技術事項の

当否について審理判断することなく，  

 甲２公報～甲４公報に記載の技術事項を改めて認定し，

当該技術事項に基づいて，当該技術分野における一般的な

課題と，その解決手段が周知であることとを認定した上で，  

 当業者であれば，甲１発明に周知の技術事項を適用して

本件発明１を容易に推考することができると判断した。  
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技術分野の認定 

38 

・技術分野の認定  

「椅子の背もたれ等に施療子が設けられ，制御回路がスイッ

チ操作等の入力に基づいて施療子を移動させる機能を備えた

マッサージ機の技術分野において，」  

 

 

 



周知技術の認定 
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・周知の課題の認定   

「施療子を移動させる際に突出量が大きいと，使用者の身

体に対する危険がある，あるいは，駆動装置に大きな負荷

がかかるなどといった問題の存在は，当業者にとって広く

知られた周知の課題であったと認められ，」  
 

・周知の技術事項の認定  

「そのような課題を解決するために，施療子の突出量を最

小にして，あるいは突出量が小さくなるよう調整して移動

させることも，周知の技術事項であったと認められる。」  

 

 

 



評価障害事実の評価 
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・課題の一般性の認定  

「このような課題は，施療子を人体に沿って移動させること

により一般的に生じるものであって，甲２公報～甲４公報に

開示されたマッサージ機のように施療子を背もたれ等に設け

た場合に特有の課題ではない。」  

 

・技術的共通性の認定  

「施療子を設けた場所は異なるとしても，施療子が身体に

沿って移動するという点においては技術的に共通する」  

 

 



当業者の創作能力の評価 

「当業者が，脚部用の移動する施療子を設けた甲１発明

に接した場合に，施療子の移動に関する上記の一般的な

課題を認識し，これを解決するために周知の技術事項を

甲１発明に適用して，  

 スイッチ操作等の入力に応じて制御回路が（脚支持台

ごと）施療子を移動させる際に，突出量を最小とする，

すなわち非突出状態とすることや，突出量を適宜小さく

調整することは，  

 甲１公報自体に示唆等がなくとも，適宜なし得ること

というべきである。」  
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その余の構成の容易推考性 

「マッサージ中において前記施療子を前記脚載置部に載置され

た被施療部に位置決めするための位置決め信号が前記入力手段

から前記制御手段に入力された際に，」とすることは，  

「施療子が突出している状態で移動させるとスムーズな移動が

阻害されるなどといった課題は，・・・，『マッサージ中』の

移動に特有の課題ではない。また，本件明細書には，・・・，

技術的意義に関する記載は認められない。さらに，マッサージ

機の技術分野において，・・・，何らの困難性はなく，適宜採

用される構成である」から，  

「甲１発明に接した当業者が，・・・，設計事項として，必要

に応じて適宜なし得ることというべきである。」  
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被告の主張について 

43 

「甲１公報がストレッチモードに関する技術事項を開示する

ものである」から動機付けがないとの主張について，  

「これは甲１発明とは別個の技術事項であるから，審決が甲

１発明を主引用例として認定したことに誤りはなく，これと

は別個の技術事項であるストレッチモードに甲２公報～甲４

公報に開示された技術事項を適用することが容易かどうかは，

甲１発明を主引用例とする容易推考性の判断に影響を及ぼす

ものではない。」  



 

審決と判決とはその結論を異にしたが，  

このような相違は，  

何に原因するものであろうか？  

 

審決と判決との対比 
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審決の枠組み 

 審決は，甲２公報～甲４公報に記載された技術的事項を認定

するに当たり，  

 

 「相違点Ａに係る本件発明１の構成が開示されていない。」  
 

とした。  

 

 また，被告も同様である（ただし，理由付けの一部において，

審決と異にする。）。  
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審決の枠組み 

・被告の主張（審決の理由にないもの）  
 

「（甲２公報～甲４公報に）開示された施療子は，椅子本体に

対して移動せず固定設置された背もたれ部の内部で移動するよ

うに設けられているのであって，  

 これを甲１発明に適用すると，脚支持台は椅子本体に対して

移動せず，脚支持台の内部で脚用袋体が移動するという構成に

なってしまい，  

 本件発明の構成とは異なる。」  

 

 
46 



審決の枠組み 

・相違点Aに係る構成 
 

 「・・・，前記制御手段によって，前記施療子を非突出状態として

前記脚載置台を移動させる制御をする」 

 

・甲２公報～甲４公報の技術事項 
 

 「・・・，前記制御手段によって，前記施療子を非突出状態として

施療子自体を移動させる制御をする」 
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審決の枠組み 

 審決は，動機付けがあるか否かを判断するに当たり，  

 

1 .  甲１公報のみに基づいて判断し，  
 

2 .  甲２公報～甲４公報については検討していない。  

 

 被告も，また同様である。  
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審決まとめ 

 審決は，本件発明１が容易推考であるというために，以下

を要するとした。  
 

1 .  相違点に係る構成が従たる引用例に記載されていること  
 

2 .  当該構成を甲１発明に適用する動機付けを甲１公報から

得られること  
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判決の枠組み 

 判決は，本件発明１が容易推考というに当たり，  

 甲２公報～甲４公報に基づいて，  

「前項各号に掲げる発明」ではなく，  

「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」   

 を認定している。  
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判決の枠組み 

 すなわち，判決は，甲２公報～甲４公報に記載された技術事項

を確定させるに当たり，  

 審決のした認定に誤りがあるか否かの判断を通してではなく，  

 一般的な課題と，その解決手段とが周知であることの認定を

もって，これに代えている。  
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判決の枠組み 

 原告は，相違点Aに係る本件発明１の構成が周知であること

を主張したのに対し，  

 判決は，あくまで一般的な課題とその解決手段が周知である

ことを認定するに留まり，原告による論理付けをそのまま採用

しているわけではない。  

 

・（参考）原告の主張  

「また，このような周知の課題を解決するために，『施療子を

非突出状態として脚載置台を移動させる制御をする』といった

制御態様も，甲２公報～甲４公報のそれぞれで提案されている

ように周知の解決手段（周知技術）である。」  
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判決まとめ 

 判決は，本件発明１が容易推考というために，審決が

前提とした要件１及び２を検討することなく，  

 

1 .  当該技術の分野における通常の知識を認定した上で，  
 

2 .  甲１発明に接した当業者の創作能力を評価している。  
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審決と判決の対比 

・審決      
 

     甲１＋ (甲２，甲３又は甲４ )≠本件発明１       

       ↑            

       ×（動機付けなし）  
 

・判決  
 

    「当業者」←［甲２，甲３及び甲４］  

      ↓        

     甲１   →    本件発明１  
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本判決の特徴点 

 証拠上，主たる公知事実との相違点に係る構成に欠く場合で

あっても，「その発明の属する技術の分野における通常の知識

を有する者」を認定することにより，当該相違点に係る構成の

容易推考性を論理付けることができるときがある，  

 との考え方のもと，  

 裁判所が，審判の手続において審理判断された公知事実との

対比における無効原因の範囲内において，審判の手続において

審理判断されなかった論理付けに基づいて当該無効原因の存否

について審理判断した点。  
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判例 

・最高裁大法廷判決昭和53年3月10日（「メリヤス編機」）  

「審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断

されなかつた公知事実との対比における無効原因は、審決を違法

とし、又はこれを適法とする理由として主張することができない

ものといわなければならない。」  
 

・大法廷により変更された判例（最判昭和28年10月16日）  

「原審が事実審である以上，審判の際主張されなかった事実，審

決庁が審決の基礎としなかった事実を，当事者が訴訟においてあ

らたに主張することは違法ではなく，またかかる事実を判決の基

礎として採用することは少しも違法ではない。」  
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審理範囲の考え方の例 

・塩月秀平「審理範囲」（竹田稔・他編『特許審決取消訴訟

の実務と法理』）より引用  
 

「さらに，当該引用例との対比における進歩性・・・判断中

で無効審判不成立審決がした一致点の認定に誤りがあり，相

違する構成であると認定される場合であっても，・・・その

相違点に関する容易推考性の審理判断も，当該引用例との対

比の範疇に属するので，審決取消訴訟で審理判断することが

可能である。」  
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審理範囲の考え方の例 

・ 清 水 節 「 新 た な 引 用 発 明 と 拒 絶 理 由 通 知 の 必 要 性 」

（『特許判例百選［第4版］』）より引用  
 

「一般的に周知技術は，当業者にとっての顕著な事実とい

えるから，・・・，審決に記載されていない周知技術を審

決取消訴訟で主張することも，審決取消訴訟における審理

範囲を制限した最大判昭和 51・３・ 30・・・に反するもの

でないと解されている。」  
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対応の検討 

 審決における争点が甲２公報～甲４公報に相違点Ａに係る構成

が開示されているか否かにあったことから，これに当事者の主張

が引きずられた感も否めない。  

 そこで，判決の論理付けに対し，どのような対応がありえたか。  
 

 １．否認  

 （１）技術事項の否認   

 （２）周知性の否認（技術分野の同一性の否認を含む。）  

 ２．抗弁（間接反証事実又は評価障害事実）  

 （１）周知技術の適用を妨げる事情   

 （２）顕著な効果   

 （３）その他特段の事情  
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検討したいこと 

1 .  容易推考性を判断する枠組みと審理範囲の関係  

 

2 .  判決の認定した周知技術を前提とした場合において，

原告は，どのような主張をすることができたかの点  

 

資料は以上です。  
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